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平成２８年度予算編成方針

Ⅰ 国・地方財政の動向

我が国財政は、毎年度の巨額の財政赤字と、依然として高水準にある長期債務残高な

ど、国・地方ともに、極めて深刻な状況にある。

そのような中、国の「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年6月閣議決定）

で示された「経済・財政再生計画」においては、地方の安定的な財政運営に必要となる

一般財源の総額について、平成30年度までにおいて、平成27年度地方財政計画の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保する、との方針が明記された。

これらを踏まえ、平成28年度の国予算の概算要求に伴って8月末に総務省から示された

地方財政収支の仮試算においては、地方交付税については、一般会計からの「別枠の加

算」が前年度を0.1兆円下回る「0.1兆円」となるなど、総額が前年度を0.3兆円下回る

「16.4兆円」となったが、地方税が前年度を1.4兆円上回ったことなどにより、地方一般

財源総額については、平成27年度を0.5兆円上回る「62.0兆円」を確保するとされたとこ

ろである。

ただし、今回の総務省の概算要求に、「経済再生に合わせ、リーマンショック後の危機

対応モードから平時モードへの切替えを進めていくことを基本」とすることが明記され

るなど、今後の国の予算編成においては、地方交付税、特に「別枠加算」や「歳出特別

枠」に、より厳しい目が向けられることが懸念される。

また、「地方創生の深化のための新型交付金」に係る地方財政措置については、その取

扱いが不明であること、加えて、国土強靱化の推進、そして社会保障費の自然増と、社

会保障・税一体改革が進められる中での社会保障給付に係る負担増など、今後、地方の

財政負担が更に増大していくことは必至の状況である。

Ⅱ 本県の状況

本県財政は、予算規模に倍する県債残高を抱え、この償還に伴う財政の硬直化が進ん

でおり、平成27年度「実質公債費比率」は、減少に転じてはいるものの、起債許可団体

となる基準の18％を越える18.9％であり、依然として高い水準となっている。

また、歳入面で県税等の自主財源が少なく、国に大きく依存せざるを得ない財政構造

であるが、平成16年度から国が行った「三位一体改革」においては、地方交付税等の大

幅削減が唐突かつ一方的に行われ、本県では19年度までの4年間で900億円を超える削減

がなされたため、職員給与の臨時的削減などの厳しい対策を余儀なくされた。
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加えて、平成20年に発生した「百年に一度の経済危機」により、平成22年度の県税収

入決算額が、19年度に比べて▲173億円（▲20.1％）も減少するなど、厳しい状況が続い

たため、平成23年度から25年度を改革期間とする財政構造改革基本方針に基づき、歳入

・歳出両面にわたる改革を推進した結果、「164億円」に及ぶ収支不足の解消、公債費の

縮減や財政調整的基金残高の充実など、全ての目標を達成することができた。

しかしながら、本県において、将来にわたって持続力ある財政基盤を確立するには、

なお一層の努力が必要であることから、平成26年3月に、26年度から28年度を改革期間と

して財政構造改革基本方針を改定し、28年度における起債許可団体からの脱却などを目

標に、更なる財政健全化に向けて着実に取り組んでいるところである。

また、「人口減少の克服」と「東京一極集中の是正」を目指す「地方創生」は、国や地

方にとって最重要課題であり、県を挙げて推進していくことが求められており、さらに

は、景気回復を実感するに至っていない県内の経済雇用情勢への対策や、南海トラフ巨

大地震をはじめとする自然災害への対策など、本県が取り組まねばならない政策課題が

山積している中、「課題解決先進県」として名実共に「地方創生」を先導し、県勢をより

一層飛躍させていくことが重要であり、今後も、国による地方財政対策の動向が不透明

な中、本県の厳しい財政状況を、あらゆる手だてで打破する不断の努力が必要となって

いる。

Ⅲ 編成方針

平成28年度当初予算については、今後の社会情勢の変化、国の予算編成及び地方財政

対策の動向を的確に見極めつつ、年間を通ずる総合予算として編成する。

その際、厳しい財政状況に伴い、県民サービスの低下を招かないよう、全所属の職員

が「創造的実行力」に磨きをかけるとともに、「発信力」を強化し、重点的・効果的に施

策を展開することにより、「新未来『創造』とくしま行動計画」の早期実現を図るものと

する。

さらに、「地方創生」の具現化に向け策定した「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」

を踏まえ、これまでの取組みをもう一段高い次元へと進化させ、県民の方々に「新未来

とくしま」を実感してもらえるよう、各種施策を大胆に展開していくこととする。

また、将来にわたり安定的かつ的確な「行政サービス」を提供するため、「持続力ある

財政基盤」の構築が不可欠であり、歳入・歳出両面において「財政健全化への取組み」

をより一層加速させ、その成果を着実に積み重ねていくこととする。

１ 時代を先取りする大胆な施策展開

「地方創生の旗手」として、「日本創成」の礎を築く、新たな施策の創造を強力に推
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進するため、「部局間連携による事業構築」、「『産学官金労言』など多様な主体と連携」、

「他に先んじた先駆性のある事業構築」という３つの視点により創造された「新規事

業」を対象とした、「部局別施策」と「統括本部施策」からなる「新未来創造事業枠」

を創設することにより、重点的かつ効果的な施策を大胆に展開する。

① 「部局別施策」による先駆的な事業展開

各部局において、「サマーチャレンジ」を踏まえた施策形成を行い、各部局の直面

する課題の解決に向けて、部局を超えた取組みを深化させ、時代を先取りする大胆

な発想による新規事業を構築すること。

② 「統括本部施策」による戦略的な事業展開

統括本部におけるこれまでの課題整理を踏まえ、「地方創生」をはじめとする課題

解決に向けた新たな施策について、各部局が連携して戦略的に展開する新規事業を

構築すること。

２ 県の役割と予算のあり方の再検討

重点的・効率的・創造的な予算を編成するにあたって、県の果たすべき役割と市町

村等の果たすべき役割を明確にする必要がある。

法令等で義務づけられた事務事業はもとより、県として対策を講じることが期待さ

れる地域の政策課題は年々増加しており、特に近年では、「人口減少の克服」と「東京

一極集中の是正」に向けた「地方創生」への取組みをはじめとして、緊急に取り組む

べき課題が山積している状況である。

こうした課題を適確に把握するとともに、戦略的かつ機動的に対応するため、各部

局の連携はもとより、多様な主体と連携し、県民目線・現場主義といった視点を持ち、

それぞれの課題を十分に見極めて明確な優先順位を設定する必要がある。

その際、従来のやり方にとらわれず、県と、国・市町村・関係団体等とのあるべき

役割分担についても検討することとし、必要があれば、国に対する「徳島発の政策提

言」や、市町村・関係団体等との調整を積極的に行い、応分の役割分担を求めること

とする。

このように平成28年度に取り組むべき施策を絞り込んだ上で、本県の限られた人的

及び財政的資源の状況や、26年度から28年度を対象として26年3月に策定した財政構造

改革基本方針の着実な推進などの観点から、本県にとって最適な予算のあり方を再検

討し、それを踏まえて歳入・歳出両面にわたる徹底的な見直しを進めることとする。

３ 積極的な歳入確保対策の推進

「地方税財政制度の充実」をはじめ国に各種財政措置を求める「徳島発の政策提言」

の実施、「国庫支出金・外部資金」の活用の徹底、「ふるさと納税」の促進や未収金削
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減対策、各種「広告事業」の展開等による、積極的な歳入確保対策に取り組む。

① 「外部資金等」の大胆な活用

事業実施に伴う財源として、国の補助交付金や委託事業等、及び国の外郭団体や

民間団体の各種助成制度等について、全庁で情報共有を図るとともに、これら「外

部資金等」に合わせて事業を再構築するなど、先入観にとらわれず、幅広く大胆な

活用に努め、また、適当な国の補助制度等が存在しない場合にはその創設等につい

て「徳島発の政策提言」を行うことにより、可能な限り一般財源の縮減を図る。

「政策的経費」については、全ての事業について外部資金等の活用可能性を徹底

的に検討することにより、県費負担を極力縮減するとともに、より大きな事業量を

確保できるよう努める。

特に、平成28年度に創設が見込まれている「地方創生の深化のための新型交付金」

については、積極的な獲得に努め、最大限活用できるよう全庁挙げて取り組む。

② 「ふるさと納税」の更なる促進

国の「ふるさと納税」の拡充を踏まえ、全国各地の県人会を通じたＰＲをはじめ

とし、各部局から様々な機会を捉えた制度周知を行うとともに、「寄附者の利便性向

上」や「寄附金を活用した魅力ある事業の展開」など、更なる創意工夫を凝らし、

寄附額の確保に努める。

③ 未収金削減対策の強化

財源確保はもとより、県民負担の公平性、公正性の観点からも、各種貸付金や県

営住宅使用料、県税などについて、未収金削減対策の更なる強化を図るため、「未収

金対策委員会」での検討を踏まえ、「債権管理の適正化」や「未収金削減に向けた具

体的な対策」に、全庁を挙げて積極的に取り組む。

④ 各種「広告事業」の展開

県の保有する資産を活用した「ネーミングライツ」等、徳島県広告事業実施要領

に基づく「広告事業」の展開など、税外収入に係る新たな財源確保・充実方策につ

いても、更に積極的に取り組む。

４ あらゆる歳出の大胆な「質の転換」

これまでも、「県土強靱化」等に軸足をシフトしてきた公共事業はもとより、全ての

歳出において、これまで以上に大胆な「質の転換」を徹底し、知恵と工夫を凝らして

「歳出の中から歳入を生み出す取組み」を推進する。

① 全ての歳出における「大胆な発想の転換」

これまでの「ゼロ予算事業」「県民との協働推進事業」「県民スポンサー事業」か

らなる「とくしま“トクトク”事業」を進化させ、新たに「既存ストック有効活用
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事業」「将来コスト軽減事業」を加えた、「とくしま“実になる”事業」として再構

築したところであり、全ての歳出について、新規事業だけでなく、既存事業におい

ても、「とくしま“実になる”事業」での実施の可否を検討するとともに、

・ 事業の実施にあたり「経済波及効果」をはじめ多様な効果を重視

・ 部局間を越えた類似事業の統廃合や連携強化による効率化

・ 「既存ストック有効活用先進県」としての県有財産の最大限の利活用

・ 先行投資による将来コストの軽減

などの「歳出の中から歳入を生み出す取組み」をこれまで以上に徹底し、あらゆる

事業において積極的に展開すること。

② 公共事業等の更なる「大胆な質の転換」

投資的経費については、県債発行を伴うことが多く、新発債の抑制を図るために

も徹底した平準化と重点化を図る必要がある。

このため、公共事業等については、事業効果の早期発現、緊急性、費用対効果及

び後年度財政負担等を十分に勘案し、「南海トラフ巨大地震」などを迎え撃つ「県土

強靱化」をはじめとする、緊急性の高い対策への重点化を更に推し進め、事業を厳

選する。

また、中山間地域では、より厳しい経済・雇用情勢となっていることから、極力、

こうした地域への配意を行うこと。

③ 既存の公共施設や社会資本の「大胆な活用」

公共施設等の老朽化は全国において喫緊の課題となる中、本県では平成26年度に

「徳島県公共施設等総合管理計画」を策定し、既存ストックを積極的に有効活用す

ることを主軸に据えた長寿命化策を推進するとともに、さらなる有効活用に向けて、

政府関係機関の誘致を提案しているところであり、今後見込まれる公共施設や社会

資本の維持管理・更新を効率的・効果的に進め、トータルコストの縮減と維持管理

経費の平準化を図ること。

④ 課題解決の処方箋「徳島モデル」の「大胆な展開」

「課題解決先進県」として、徳島の強みを活かした課題解決の有効な処方箋とな

る「実証実験・モデル事業」を、知恵と工夫を凝らして創造し、「徳島モデル」とし

て全国に向けて発信していくとともに、国に対する「徳島発の政策提言」において

積極的に提言し、財源の確保にも繋げていくこと。
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Ⅳ 編成スケジュール（予定）

○庁議、編成方針説明会 １０月２０日（火）

○要求書締切 １１月 ６日（金）

○財政課長査定 １２月 中旬～

○知事査定 １月 中旬頃

○予算案発表 ２月 上旬頃


